
 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
四
十
九
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
及

び
同
法
附
則
第
五
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
三
年
内
閣
府
告
示
第
二
十
五
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革

特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

つ
く
ば
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

つ
く
ば
モ
ビ
リ
テ
ィ
ロ
ボ
ッ
ト
実
験
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

つ
く
ば
市
の
区
域
の
一
部
（
つ
く
ば
セ
ン
タ
ー
エ
リ
ア
及
び
つ
く
ば
研
究
学
園
エ
リ
ア
）

（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

搭

乗
型
移
動
支
援
ロ
ボ
ッ
ト
の
公
道
実
証
実
験
事
業
（
一
○
五
（
一
○
六
・
一
○
七
）
・
一
二
二
二
） 



 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
五
十
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
平
成
二
十
年
内
閣
府
告
示
第
五
百
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
五
年
三
月

二
十
九
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

愛
知
県
知
多
郡
阿
久
比
町 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

子
ど
も
が
健
康
で
輝
き
な
が
ら
育
つ
給
食
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

愛
知
県
知
多
郡
阿
久
比
町
の
全
域 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

公

立
保
育
所
に
お
け
る
給
食
の
外
部
搬
入
方
式
の
容
認
事
業
（
九
二
○
） 

 



 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
五
十
一
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
及

び
同
法
附
則
第
五
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
告
示
第
三
百
七
十
三
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造

改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

熊
本
県
及
び
阿
蘇
市
並
び
に
熊
本
県
阿
蘇
郡
南
小
国
町
、
小
国
町
、
産

山
村
、
高
森
町
、
西
原
村
及
び
南
阿
蘇
村
並
び
に
上
益
城
郡
山
都
町 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

阿
蘇
カ
ル
デ
ラ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

阿
蘇
市
並
び
に
熊
本
県
阿
蘇
郡
南
小
国
町
、
小
国
町
、
産
山
村
、
高
森
町
、
西
原
村
及
び

南
阿
蘇
村
の
全
域
並
び
に
上
益
城
郡
山
都
町
の
一
部
（
旧
蘇
陽
町
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

特



 

 
 

定
農
業
者
に
よ
る
特
定
酒
類
の
製
造
事
業
（
七
○
七
（
七
○
八
）
）
及
び
特
産
酒
類
の
製
造
事
業
（
七
○
九
（
七
一
○
）
） 

 


